
平
成
三
年
政
令
第
三
百
四
十
号

抵
当
証
券
法
施
行
令

内
閣
は
、
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）

第
三
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
交
付
の
申
請
の
手
数
料
）

第
一
条
　
抵
当
証
券
の
交
付
（
再
交
付
を
含
む
。
）
の
申

請
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
抵
当
証
券
一
通
に
つ
き
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

一
　
債
権
額
が
二
百
万
円
以
下
の
も
の
　
三
千
円

二
　
債
権
額
が
二
百
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下
の
も

の
　
五
千
円

三
　
債
権
額
が
千
万
円
を
超
え
五
千
万
円
以
下
の
も

の
　
七
千
円

四
　
債
権
額
が
五
千
万
円
を
超
え
る
も
の
　
一
万
円

２
　
前
項
の
申
請
の
変
更
又
は
更
正
の
申
請
に
つ
い
て
の

手
数
料
の
額
は
、
抵
当
証
券
一
通
に
つ
き
五
百
円
と
す

る
。

（
再
交
付
の
申
請
に
必
要
な
書
面
）

第
二
条
　
抵
当
証
券
の
再
交
付
を
申
請
す
る
に
は
、
抵
当

証
券
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
書
面
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
汚
損
し
た
証
券

二
　
法
第
二
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五

十
一
号
）
第
百
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
権
決
定

（
以
下
単
に
「
除
権
決
定
」
と
い
う
。
）
の
正
本
及
び

除
権
決
定
後
に
作
成
さ
れ
た
手
形
そ
の
他
の
債
権
に

関
す
る
証
書

（
再
交
付
の
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
三
条
　
抵
当
証
券
の
再
交
付
の
申
請
書
に
は
、
法
第
二

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
号
、
第
二

号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
の
事
由

二
　
当
該
申
請
に
係
る
抵
当
証
券
（
以
下
「
旧
抵
当
証

券
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
そ
の
事
項

に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
変
更
前

の
記
載
を
、
裏
書
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
裏
書

人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
裏
書
の
年
月
日
、
種
類

及
び
順
序
を
、
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
記
載

が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
記
載
を
そ
れ
ぞ
れ

含
む
。
）

三
　
旧
抵
当
証
券
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
除
権

決
定
後
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
旨

（
再
交
付
に
関
す
る
異
議
の
申
立
て
の
催
告
）

第
四
条
　
抵
当
証
券
の
再
交
付
に
関
す
る
異
議
の
申
立
て

の
催
告
は
、
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
旧
抵
当
証
券
の

裏
書
人
に
対
し
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
催
告
の
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
催
告
書
」

と
い
う
。
）
に
は
、
申
請
人
の
氏
名
及
び
住
所
の
ほ
か
、

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
再
交
付
に
関
す
る
異
議
の
申
立
て
）

第
五
条
　
抵
当
証
券
の
再
交
付
に
関
す
る
異
議
は
、
次
に

掲
げ
る
理
由
に
基
づ
く
と
き
に
限
り
、
申
し
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
催
告

書
の
記
載
が
旧
抵
当
証
券
の
記
載
と
符
合
し
な
い
こ

と
。

二
　
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
催
告

書
の
記
載
が
登
記
簿
の
記
録
又
は
事
実
と
符
合
し
な

い
こ
と
。

三
　
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
が
事
実
と
符
合
し
な
い
こ

と
。

四
　
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第

一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由

で
あ
っ
て
除
権
決
定
後
に
生
じ
た
も
の
が
あ
る
こ

と
。

（
再
交
付
の
抵
当
証
券
の
記
載
事
項
）

第
六
条
　
再
交
付
す
る
抵
当
証
券
に
は
、
法
第
二
十
二
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
再
交
付
す
る
旨
及
び
そ
の
事
由

（
再
交
付
に
関
す
る
異
議
の
申
立
て
の
催
告
の
省
略
）

第
七
条
　
抵
当
証
券
の
汚
損
を
事
由
と
し
て
再
交
付
の
申

請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
旧
抵
当
証
券
の
記
載
の

全
部
が
明
瞭
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
異
議
の

申
立
て
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
抵
当
証
券
を
再
交
付
す
る

と
き
は
、
登
記
官
は
、
そ
の
旨
を
債
務
者
及
び
旧
抵
当

証
券
の
裏
書
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
抵
当
証
券
の
控
え
の
謄
抄
本
の
交
付
等
の
手
数
料
）

第
八
条
　
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
所
に
備

え
付
け
た
抵
当
証
券
の
控
え
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付

に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
一
通
に
つ
き
六
百
円
と

す
る
。

２
　
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
不

動
産
登
記
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
登
記
所
に
備
え
付
け
た
抵
当
証
券
の
控
え
又

は
附
属
書
類
の
閲
覧
に
つ
い
て
の
手
数
料
の
額
は
、
一

抵
当
証
券
の
控
え
又
は
一
事
件
に
関
す
る
書
類
に
つ
き

四
百
五
十
円
と
す
る
。

３
　
登
記
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
百
四
十

号
）
第
十
八
条
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
手

数
料
の
納
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
施
行
地
域
）

第
九
条
　
法
の
施
行
地
域
は
、
本
邦
全
域
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定

は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第

四
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
民
事
関
係
手
続
の
改
善
の
た
め
の
民

事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
除
権
判
決
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
改
正
法
の
施
行
前
に
さ
れ
た
改
正
法
附
則
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
公
示
催
告
手
続
ニ
関
ス
ル
法
律

（
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
旧
公
示

催
告
手
続
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
除
権
判
決

又
は
改
正
法
の
施
行
後
に
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

同
項
の
公
示
催
告
手
続
に
お
い
て
さ
れ
た
旧
公
示
催
告

手
続
法
の
規
定
に
よ
る
除
権
判
決
は
、
改
正
法
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三

十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
除
権
決
定
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
一
八
日
政
令
第
二

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日

（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第

三
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
六
日
政
令
第
二

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
一
九
日
政
令
第
一

九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
新
非
訟
事
件
手
続
法
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
政
令
第
五

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
一
日
政
令
第
二
四

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の

日
（
令
和
四
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三
一

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

1


